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第
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六
期
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京
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会
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示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
八
重
洲
二
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示

す
る
。令

和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

八
重
洲
二
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
令
和
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
七
番
二
号

令
和
三
年
十
月
十
九
日

五

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
一
番
四
号
に
変
更

す
る
。

六

定
款
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
八
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
三
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

烏
山
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

世
田
谷
区
北
烏
山
二
丁

目
九
番

一
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

上
連
雀
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

三
鷹
市
上
連
雀
一
丁
目

二
十
二
番

三
〇
区
画

清
瀬
野
塩
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

清
瀬
市
野
塩
二
丁
目
三

百
八
十
七
番
地

二
八
五
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
新
砂
二

丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
台
東
区
東
上
野

四
丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十

一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指

定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
及
び
診
療
所
並
び
に
同
申
出
が
撤
回
さ

れ
た
病
院
を
別
表
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
五
日
市

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
上
川
町
千
九
百
三
十
九
番
一
地
先
か

ら
同
所
千
九
百
三
十
二
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和5年7月31日（月曜日）東 京 都 公 報（第17871号） １０



（第17871号）東 京 都 公 報令和5年7月31日（月曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
五
日
市

二

供
用
開
始
の
区
間

八
王
子
市
上
川
町
千
九
百
三
十
九
番
一
地

先
か
ら
同
所
千
九
百
三
十
二
番
一
地
先
ま

で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
五
日
市

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

八
王
子
市
上
川
町
千
九
百
三
十
九
番
一
地
先
か
ら
同
所
千
九
百

三
十
二
番
一
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
八
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
二
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
和
田
堀
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
五
年
八
月
一

日
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

桟
橋

晴
海
ふ

頭
桟
橋

七
六
九
・
六
八

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
三
三
二
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

中
央
区
晴

海
五
丁
目

四
番
地
先

令
和
五
年
八
月
一

日
か
ら
令
和
六
年

二
月
二
十
九
日
ま

で

告

示
（
内
水
漁
管
）

◉
東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
権
の

行
使
の
制
限
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

安

永

勝

昭

（
漁
業
権
の
行
使
の
制
限
）

一

内
共
第
十
三
号
及
び
内
共
第
十
四
号
に
よ
る
第
一
種
共
同
漁
業

の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
当
該
免
許
の
漁
場
の
区
域
に
お
け
る
遊

漁
者
に
よ
る
し
じ
み
の
採
捕
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
資
源
管
理
へ
の
協
力
）

二

遊
漁
者
は
、
内
共
第
十
三
号
及
び
内
共
第
十
四
号
に
よ
る
第
一

種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
行
う
資
源
管
理
の
取
組
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）
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三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
六

年
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
南
沢
五
丁
目
千
八
百

五
番
八
、
同
番
九
、
千
八
百
六
番

十
、
同
番
十
二
及
び
千
八
百
七
番

二
十
五

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
千
百
四
十

五
番
、
同
番
地
先
、
千
百
四
十
七

番
六
及
び
千
百
六
十
二
番
五

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
町
一
丁

目
一
番
地
四

株
式
会
社
住
協

代
表
取
締
役

安
永

久
人

府
中
市
西
原
町
四
丁
目
二
十
七
番

一
、
同
番
一
地
先
及
び
二
十
九
番

三
の
一
部
（
第
二
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

第
四
十
六
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
労
働
者
委
員
候

補
者
及
び
使
用
者
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

第
四
十
五
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
労
働
者
委
員
（
十
三
人
）
及

び
使
用
者
委
員
（
十
三
人
）
は
、
令
和
五
年
十
一
月
三
十
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年

政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
要
項
に
よ
り
第
四
十
六
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
労
働
者
委
員

候
補
者
及
び
使
用
者
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
十
六
期
東
京
都
労
働
委
員
会
の
労
働
者
委
員
候

補
者
及
び
使
用
者
委
員
候
補
者
推
薦
要
項

一

東
京
都
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
候
補
者

㈠

推
薦
資
格

東
京
都
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
か
つ
、
労
働
組
合

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働

組
合
で
あ
る
こ
と
。

㈡

被
推
薦
者
資
格

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

㈢

推
薦
手
続

推
薦
資
格
を
有
す
る
労
働
組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
推
薦
す
る
こ
と
。

ア

推
薦
書
（
別
記
様
式
）

一
部

イ

候
補
者
の
履
歴
書
（
本
籍
地
の
都
道
府
県
、
現
住
所
、
生

年
月
日
、
学
歴
、
職
歴
、
組
合
歴
、
公
職
歴
等
を
記
載
し
た

も
の
）

一
部

ウ

労
働
委
員
会
の
資
格
審
査
決
定
書
又
は
証
明
書
の
写
し一

部

㈣

推
薦
受
付
期
間

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
五
日

（
火
曜
日
）
ま
で

㈤

推
薦
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
先

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
又
は
労
働
組
合
の
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
若
し

く
は
同
セ
ン
タ
ー
の
各
事
務
所

二

東
京
都
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員
候
補
者

㈠

推
薦
資
格

東
京
都
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的

又
は
業
務
に
お
い
て
労
働
問
題
を
取
り
扱
う
使
用
者
団
体
で
あ

る
こ
と
。

㈡

被
推
薦
者
資
格

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

㈢

推
薦
手
続

推
薦
資
格
を
有
す
る
使
用
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
推
薦
す
る
こ
と
。

ア

推
薦
書
（
別
記
様
式
）

一
部

イ

候
補
者
の
履
歴
書
（
本
籍
地
の
都
道
府
県
、
現
住
所
、
生

年
月
日
、
学
歴
、
職
歴
、
公
職
歴
等
を
記
載
し
た
も
の
）一

部

ウ

当
該
団
体
の
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
の
写
し

一
部

㈣

推
薦
受
付
期
間

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
五
日

（
火
曜
日
）
ま
で

㈤

推
薦
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
先

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
又
は
使
用
者
団
体
の
事
務

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
若

し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
の
各
事
務
所
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